
 

業免許に関する申請＿青字 宅建士に関する申請＿緑字 

申請情報「申請先」について【免許申請、業者免許証再交付、業者免許証書換え交付】 

届出情報「届出先」について【宅建業者名簿登載事項の変更届出、廃業等届出】 

届出情報「届出先」について【業務を行う場所の届出（５０条２項）、営業保証金供託済届出】 

申請情報「申請先」について【宅建士の登録、宅建士資格登録簿の変更登録、宅建士の登録消除】 

申請情報「申請先」について【宅建士証の書換え交付、宅建士証の再交付】 

申請情報「申請先」について【宅建士証の交付】 

申請情報「申請先」について【宅建士の登録移転（転出）】 

届出情報「届出先」について【宅建士の死亡等届出】 

県民局等土木事務所所管区域一覧 

 

 

 

 

 

 

 



 

申請情報「申請先」について【免許申請、業者免許証再交付、業者免許証書換え交付】 

宅地建物取引業の免許申請＿知事免許、宅地建物取引業免許証の再交付申請＿知事免許、宅地建物取引業免許証の書換え

交付申請＿知事免許の申請先は、以下のとおりです。 

 

 

 

※誤った「申請先」の選択をした場合、申請の確認ができないため、十分に注意してください。 

保証協会加入者または加入予定者の方は、加入先を選択してください。（一次審査を加入先が行います。） 

営業保証金供託者または供託予定の方は、本店が所在する区域を所管している兵庫県各県民局等土木事務所を選択してく

ださい。（県民局等土木事務所所管区域一覧へ）  兵庫県まちづくり部建築指導課は選択しないでください。 

 

 

・兵庫県宅地建物取引業協会（１２支部） 

・全日本不動産協会兵庫県本部（３支部） 

・兵庫県各県民局等土木事務所（９土木事務所） 

・兵庫県まちづくり部建築指導課 

【↓eMLIT 上の画面】 

 



 

届出情報「届出先」について【宅建業者名簿登載事項の変更届出、廃業等届出】 

 宅地建物取引業者名簿登載事項の変更届出＿知事免許、廃業等届出＿知事免許の届出先は、以下の通りです。 

  

 

 

※誤った「届出先」の選択をした場合、届出の確認ができないため、十分に注意してください。 

保証協会加入者は、加入先を選択してください。 

営業保証金供託者の方は、本店が所在する区域を所管している兵庫県各県民局等土木事務所を選択してください。 

（県民局等土木事務所所管区域一覧へ） 兵庫県まちづくり部建築指導課は選択しないでください。 

 

・兵庫県宅地建物取引業協会（１２支部） 

・全日本不動産協会兵庫県本部（３支部） 

・兵庫県各県民局等土木事務所（９土木事務所） 

・兵庫県まちづくり部建築指導課 

【↓eMLIT 上の画面】 

 



 

届出情報「届出先」について【業務を行う場所の届出（５０条２項）、営業保証金供託済届出】 

 業務を行う場所の届出＿知事免許宛、営業保証金供託済届出＿知事免許の届出先は、以下の通りです。 

 

 

※誤った届出先を選択した場合、届出の確認ができないため、十分に注意してください。 

業務を行う場所の届出は、業務を行う区域を所管している兵庫県各県民局等土木事務所を選択してください。 

営業保証金供託済届出は、本店が所在する区域を所管している兵庫県各県民局等土木事務所を選択してください。 

（県民局等土木事務所所管区域一覧へ） 兵庫県まちづくり部建築指導課は選択しないでください。 

 

【↑eMLIT 上の画面】 

 

・兵庫県各県民局等土木事務所（９土木事務所） 

・兵庫県まちづくり部建築指導課 



 

申請情報「申請先」について【宅建士の登録、宅建士資格登録簿の変更登録、宅建士の登録消除】 

宅地建物取引士の登録申請、宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請、宅地建物取引士の登録消除申請の申請先は、

以下のとおりです。 

 

 

※誤った「申請先」の選択をした場合、申請の確認ができないため、十分に注意してください。 

ご自宅や勤務先の最寄りの土木事務所に申請してください。遠方にお住まいの方は、任意の土木事務所に申請してください。 

兵庫県まちづくり部建築指導課は選択しないでください。 

 

【↑eMLIT 上の画面】 

・兵庫県各県民局等土木事務所（９土木事務所） 

・兵庫県まちづくり部建築指導課 

兵庫県では、居所の登録はできません。 



 

申請情報「申請先」について【宅建士証の書換え交付、宅建士証の再交付】 

宅地建物取引士証の書換え交付申請、宅地建物取引士証の再交付申請の申請先は、以下のとおりです。 

 

 

※誤った「申請先」の選択をした場合、申請の確認ができないため、十分に注意してください。 

兵庫県宅地建物取引業協会講習センターを選択してください。兵庫県まちづくり部建築指導課は選択しないでください。 

 

 

申請情報「申請先」について【宅建士証の交付】 

宅地建物取引士証の交付申請の申請先は、以下のとおりです。 

兵庫県宅地建物取引業協会講習センターを選択してください。 

 

・兵庫県宅地建物取引業協会講習センター 

・兵庫県まちづくり部建築指導課 

・兵庫県宅地建物取引業協会講習センター 

←選択不可 

【↑eMLIT 上の画面】 

 

【↑eMLIT 上の画面】 

 



 

申請情報「申請先」について【宅建士の登録移転（転出）】 

宅地建物取引士の登録移転申請の申請先は、以下のとおりです。 

 

 兵庫県から他都府県に登録移転（転出）する場合に選択してください。転入する場合は、「申請先（都道府県）」で兵庫県

を選択せず、転出元を選択してください。 

※誤った「申請先」の選択をした場合、申請の確認ができないため、十分に注意してください。 

転出元、転入先の両方で電子申請を受付けている場合のみ申請できます。事前に転出入先にご確認ください。 

 

【↑eMLIT 上の画面】 

 

 

 

 

 

・兵庫県まちづくり部建築指導課 



 

届出情報「届出先」について【宅建士の死亡等届出】 

宅地建物取引士の死亡等届出の届出先は、以下の通りです。 

 

 

※誤った「申請先」の選択をした場合、申請の確認ができないため、十分に注意してください。 

ご自宅や勤務先の最寄りの土木事務所に申請してください。遠方にお住まいの方は、任意の土木事務所に申請してください。 

兵庫県まちづくり部建築指導課は選択しないでください。 

 

【↑eMLIT 上の画面】 

 

 

 

 

・兵庫県各県民局等土木事務所（９土木事務所） 

・兵庫県まちづくり部建築指導課 

←選択不可 



 

 

県民局等土木事務所所管区域一覧 

県民局等土木事務所名 所管区域 

神戸県民センター神戸土木事務所 神戸市 

阪神南県民センター西宮土木事務所 尼崎市、西宮市、芦屋市 

阪神北県民局宝塚土木事務所 伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡、三田市 

東播磨県民局加古川土木事務所 明石市、加古川市、高砂市、加古郡 

北播磨県民局加東土木事務所 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 

中播磨県民センター姫路土木事務所 姫路市、神崎郡、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、揖保郡、赤穂郡、佐用郡 

但馬県民局豊岡土木事務所 豊岡市、美方郡、養父市、朝来市 

丹波県民局丹波土木事務所 丹波篠山市、丹波市 

淡路県民局洲本土木事務所 洲本市、南あわじ市、淡路市 
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